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１．将来都市構造の考え方

つくば市都市計画マスタープラン2015では、将来都市構造として、ゾーン、拠点、南北軸とネットワーク等を位置づけ
ています。
立地適正化計画では、つくば市都市計画マスタープラン2015に示される考え方を踏襲しながら、都市機能、居住機能、
公共交通ネットワークを中心に、「多極ネットワーク型の持続可能でコンパクトな都市」を将来都市構造とし、次の４
つの柱をまちづくりの目標として設定します。

３ 周辺部の集落や団地の地域コミュニティの維持

２ 地域の核となる拠点の形成

１ 広域的な拠点の形成

都市機能の集約、高密度な居住誘導により、メリハリある都市づくりを
実現するため、拠点の利便性の向上を図り、広域的な核として活力・に
ぎわいの創出を推進します。

将来的な人口減少や高齢化の進行を見据え、拠点への生活サービス機能
の集約を進めるとともに、徒歩や自転車、公共交通を用いて拠点に容易
にアクセスできるエリアへの定住を促進します。

公共交通網形成計画と連携し、将来の都市構造を構成する骨格軸として、
鉄道及び主要なバス路線を位置づけ、各拠点間や地域間の連携を充実化
し、同軸上やその周辺地域へ都市機能や居住を誘導し、持続的な都市経
営を推進します。

４ 生活を支える主要な公共交通ネットワークの形成

周辺部の集落や団地等については、人口減少や高齢化の中でも、地域コ
ミュニティを維持し、持続可能な地域づくりを目指します。

多極ネットワーク型の都市構造（案）

（第２回委員会資料を再掲）

1



【基本的な区域】

都市機能の集約、高密度な居住誘導により、メリ
ハリある都市づくりを実現するため、拠点の利便
性の向上を図り、広域的な核として活力・にぎわ
いの創出を推進します。

公共交通網形成計画と連携し、将来の都市構造を
構成する骨格軸として、鉄道及び主要なバス路線
を位置づけ、各拠点間や地域間の連携を充実化し、
同軸上やその周辺地域へ都市機能や居住を誘導し、
持続的な都市経営を推進します。

周辺部の集落や団地等については、人口減少や高齢
化の中でも、地域コミュニティを維持し、持続可能
な地域づくりを目指します。

【まちづくりの目標（再掲）】

将来的な人口減少や高齢化の進行を見据え、拠点
への生活サービス機能の集約を進めるとともに、
徒歩や自転車、公共交通を用いて拠点に容易にア
クセスできるエリアへの定住を促進します。

①広域中心拠点区域 広域公共交通や市内公共交通との拠点
であり、市内外からアクセスしやすい、
つくば市の都心・副都心

②都市生活拠点区域 東京と直結するつくばエクスプレスの
駅があり、市内外を結ぶ幹線道路ネッ
トワークが形成されるTX沿線地区

周辺集落地域等も含む地域の生活や活
動を支える拠点の周辺、基幹的な公共
交通網（路線バス、つくバス）の周辺

③地域生活拠点区域

④地域居住促進区域 ＤＩＤ地区や市街地開発事業（新住宅
市街地開発事業，土地区画整理事業）
により整備された良好な住宅区域

⑤地域居住維持区域 上記①～④以外で、居住環境の維持・
保全を図る区域

⑥土地利用検討区域 将来的な土地利用計画が定まっていな
い、市街化区域内の大規模な未利用地

⑦周辺コミュニティ
区域
（市街化調整区域）

市街化調整区域内の集落等で、生活環
境や地域コミュニティを維持し、地域
拠点との連携を図る区域

広域中心拠点や公共公益施設等へのア
クセスの維持、また広域連携のアクセ
ス向上を図る。

⑧地域交通結節区域
（市街化調整区域）

市街化調整区域内で、市域全域の生活
を支える商業エリア

⑨地域商業拠点区域
（市街化調整区域）

活力と賑わいのある魅力的な交流拠点
• 日常的な生活は徒歩や自転車、公共交通（路線バス）で利用
• 広域的な拠点施設や多様な都市機能が立地、日常サービス施設も充実し、便利で快

適に生活できる
• 研究学園地区整備により培われてきた緑豊かな都市環境の継承と質の高い中高層住
宅の誘導

つくば市の成長を支える受け皿
• 鉄道を利用した広域中心拠点や市外に通勤通学
• 日常的な生活は駅や拠点内の施設を徒歩や自転車、公共交通で利用
• つくば市の更なる発展に向けた都市機能の充実
• 定住促進や生活サービス機能を中心とした都市機能の集積
• つくば市内外からの住み替え需要に対応新しい田園都市型のライフスタイルの提供

快適で利便性の高い居住環境
• 日常的な生活は徒歩や自転車、公共交通（つくバス、つくタク）で利用
• 日常生活施設が充実し、拠点的な施設も立地
• 幹線道路沿道等に中層住宅、周辺に広がる低層住宅
• 住宅ストックを活用した居住誘導

良好な居住環境
• 日常的な生活は、公共交通（つくバス、つくタク）や適度な車の利用により、拠点

区域を利用
• 幹線道路沿道等に中層住宅、周辺に広がる低層住宅
• 空き地や空き家を活用した居住誘導

住宅地の維持
• 日常的な生活は、公共交通（つくバス、つくタク）や車により、広域中心拠点区域

や都市中心拠点区域、地域生活拠点区域を利用
• 戸建て住宅を中心とした居住
• 空き地や空き家を活用したゆとりや潤いある居住環境の形成

【まちづくりの基本方針（生活像）】

地域間交通結節機能の維持
• 広域中心拠点や公共公益施設等へのアクセスの維持
• 広域連携のアクセスの向上

地域コミュニティの維持
・自然環境や営農環境との調和した住環境や地域コミュニティの維持
・公共交通（つくバス、つくタク）ネットワークの維持・確保
・地域の拠点と集落や団地等がともに支え合うことができる機能の維持

土地利用の検討
• つくば市の発展に資する土地利用の検討

生活を支える交通ネットワークの維持
• 商業施設等の維持
• 周辺市街地からの公共交通（つくバス、つくタク）によるアクセス手段の維持
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２．まちづくり目標に基づく区域の設定
「多極ネットワーク型の持続可能でコンパクトな都市構造」の実現に向け、目標に基づいたまちづくりを効果的に進めるため、拠点を構成する基本的な区域
と基本方針を次のとおり設定します。

４ 生活を支える
主要な公共交通ネットワークの形成

３ 周辺部の集落や団地の
地域コミュニティの維持

２ 地域の核となる拠点の形成

１ 広域的な拠点の形成

市街化調整区域

市街化区域



３．誘導区域の設定

効果的なまちづくりを進めるため、居住と都市機能について、区域（地区）の特徴を踏まえて、誘導を図ります。

②都市生活拠点
区域

①広域中心拠点
区域

③地域生活拠点
区域

④地域居住促進
区域

⑤地域居住維持
区域

⑥土地利用検討
区域

２
地域の核となる拠点
の形成

１ 広域的な拠点の形成

医療・福祉・商業施設等の，都市の居住者の共同の福祉や利便のために必要な施設であり，都市機能の増進に著しく寄与する施設（都市機能
増進施設）を適切に誘導し集約化することにより，各種サービスの効率的な提供を図る区域。

人口減少の中にあっても，一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより，生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように
居住を誘導すべき区域。●居住誘導区域

●都市機能誘導区域

【都市機能の誘導の考え方・方策】

市域、県南の活力向上に資する、広域的な拠点機
能の誘導（重点的な施設立地・機能更新）

つくば市の発展を支える、産業・経済等の機能の
誘導（重点的な施設立地）

周辺住民も利用する地域の拠点的機能の誘導・充実

• 戦略的な都市再生
の推進

• 未利用地の土地活
用の促進

• 市街化の促進
• 施設の誘致
• 公有地や空き地の
活用

＊引き続き検討

【居住の誘導の考え方・方策】

商業・業務機能を併用し
た、質の高い中高層住宅
の誘導・機能更新
（重点的な居住誘導）

・既存の市街地環境を活
かした土地利用転換の
促進
・街並みや環境に配慮し
た良好な低層又は中高
層住宅の誘導
（重点的な居住誘導）

低層および中層の住宅の誘
導・機能更新

住環境の維持・保全、戸建
を中心とした住宅地の持続

• 地区計画や協定
による良好な市
街地の維持・形
成

• 空き家や空き地
の活用

１）居住、都市機能の誘導の考え方
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市街化区域内に指定

居住誘導区域内に指定



２）居住誘導区域（案）の設定
都市計画区域（研究学園都市計画区域） 28,372ha

市街化区域
5,347ha（100％）

市街化調整区域
23,025ha

非住居系用途地域（工業専用地域）
509.0ha（9.5％）

災害等の危険性がある区域

災害等の危険性が
少ない区域

3,553.6ha（66.5％）

研究施設・教育施設として
都市計画決定されている地区
（国際会議場を除く）

216.7ha（4.1％）

住宅建築制限がない地区
※大学施設等を除く
3,554.5ha（66.5％）

一定面積以上の区域
約3,204.9ha（約59.9％）

地区計画による
住宅建築制限がある地区

（研究教育施設地区地区計画
等）（大学施設等を除く）
986.7ha（18.5％）

住居系用途地域
4,833.4ha（90.5％）

視点
１

視点
２

視点
３

既存の
土地利用
との整合

図 居住誘導区域（案）の設定 イメージ

将来的な
都市機能・
みどりの
保全

将来的な緑・都市機能の
保全対象がない区域
3,347.6ha（62.6％）

都市計画公園（地区公園、
総合公園、運動公園）
51.7ha（1.0％）

土地利用計画上の
大規模緑地等

123.7ha（2.3％）

＊面積は精査中。

注1：（ ）内は市街化区域に占める割合
注2：除外区域面積は重複を含む
注3：境界は用途界や明確な地形地物等を考慮し設定します
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視点
０ 市街化区域

視点
４

将来的な土地利用計画が定まっていない大規模未利用地
（高エネ研南側の大規模未利用地）

45.6ha（0.9％）

土地利用計画が
定まっている区域
3,302.0ha（61.8％）

土地利用計画
の確度

安全な
市街地の
形成

歴史文化財・遺跡

30.7ha（0.6％）

都市計画区域
市街化区域

視点視点
１

視点視点
２

視点視点
３

視点視点
４

居住誘導区域（案）

住宅建築制限のある区域

災害等の危険がある区域

都市機能・みどりを
保全すべき区域

将来的な土地利用が
定まっていない区域

－北条市街地
①土砂災害特別警戒区域 0.01ha
②土砂災害警戒区域 0.05ha

－谷田部市街地
①急傾斜地崩壊危険区域 0.39ha
（災害危険区域）

②土砂災害特別警戒区域 0.15ha
③土砂災害警戒区域 0.87ha

小計 0.05ha（0.001％）

＊除外対象区域に隣接する道路などの公共
公益施設や小面積の区域を除く

小計 0.9ha（0.02％）

*小計は重複部分除く

その他の研究施設等が
立地している地区

80.1ha（1.5％）

97.1ha（1.8％）

居住誘導区域（案）
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• つくばの核として、更なる魅力向上を図る区
域

• 広域から集客する商業・業務施設等の立地が
可能な区域

３）都市機能誘導区域（案）の設定

つくば市においては、市域や県南の活力向上に資する広域的な拠点機能、つくば市の発展を支える、産業・経済等の機能、周辺集落地域等も含む地域
の拠点的機能の誘導、集約化のために、本区域および都市機能誘導施設を活用するため、 「まちづくり目標に基づく区域の設定」に示す拠点区域の内、
①広域中心拠点区域、②都市生活拠点区域、③地域生活拠点区域に、都市機能誘導区域を定めます。

市域、県南の活力向上に資する、
広域的な拠点機能の誘導

（重点的な施設立地・機能更新）

• つくば市の更なる発展に向けた、 新たな拠
点として都市機能の充実を図る区域

• 新しい田園都市型のライフスタイルを提供す
る場として、地域住民等に対する日常サービ
ス機能や交流機能の整備・誘導を図る区域

つくば市の発展を支える、産業・経済等
の機能の誘導

（重点的な施設立地）

• 良好な住宅地と一体となり、周辺住民のため
の店舗、 事務所等の利便の増進を図る地域

• 公務員宿舎などの処分を契機に、施設の再
編・複合化や新たな機能導入などについて検
討を図るべき区域

周辺住民も利用する地域の拠点的機能の
誘導・充実

②都市生活拠点
区域

①広域中心拠点
区域

③地域生活拠点
区域

【都市機能の誘導の考え方】（再掲） 【区域設定の考え方】

≪研究学園地区≫
●中心市街地
●用途地域

・商業地域
・近隣商業地域

●都市機能立地状況

≪市街地整備区域≫
●土地利用計画
●用途地域
●地区計画
●都市機能立地状況



▶ 都市計画マスタープランの広
域交流拠点

▶ 高次都市機能が立地する区域

▶ 都市計画マスタープランの地
域交流拠点

▶ ＤＩＤ地区又は新住宅市街
地開発事業により整備され
た区域で，都市機能（行政
機能，商業機能，福祉機能，
医療機能等）が適切に整備
されている区域

▶ ①～③以外のＤＩＤ地区や市
街地開発事業により整備され
た区域で，住居系の用途地域
のみ指定されている区域又は
商業系の用途地域は指定され
ているが、都市機能の整備が
されていない区域

▶ ①～④以外の住居系区域

▶ 今後、土地利用計画の検討を
図る区域

▶ 市街化調整区域内の集落や住
宅団地

▶ 市街化調整区域内でバス路線
等により，交通結節機能を有
する区域

▶ 市街化調整区域内の延べ床
10,000㎡以上の大規模商業施
設で，つくタクの共通ポイン
トになっている施設地区

②都市生活拠点
区域

①広域中心拠点
区域

③地域生活拠点
区域

④地域居住促進
区域

⑤地域居住維持
区域

⑥土地利用検討
区域

⑦周辺コミュニ
ティ区域

⑧地域交通結節
区域

⑨地域商業拠点
区域

●竹園地区（三丁目）
●並木地区
●松代地区

（西郷地区を含む）

●花畑地区
●吾妻地区（四丁目）
●千現地区
●天久保地区
●筑穂地区
●梅園地区
●東地区
●稲荷前地区
●小野川地区
●テクノパーク桜地区
●花園地区
●東光台地区

●観音台・若葉地区
●高野台・牧園地区
●北条地区
●小田地区
●大曽根地区（薬師地区を含む）
●吉沼地区
●上郷地区
●栄地区
●谷田部地区（台町地区を含む）
●高見原地区

●中心市街地（吾妻,竹園,東新井地区）
●葛城地区
●大学施設地区

●島名･福田坪地区
●萱丸地区
●中根・金田台地区
●上河原崎・中西地区

●大穂地区（高エネ研南）

●北条中台地区
●豊里の杜地区
●既存集落
●区域指定地区
●開発による住宅団地
●旧宅団地

●稲岡地区（イオン）
●赤塚地区（ホーマック等）
●上横場地区（アッセ）

●筑波山口
●筑波庁舎
●茎埼庁舎

４）地区の想定 つくば市の市街地の形成の経緯や市街地の特徴を踏まえ、各区域を次のとおり設定します。

【想定地区】【想定の条件（定義）】
【パターン②】

【想定地区】【想定の条件（定義）】
【パターン①】

＊同左

＊同左

＊同左

＊同左

＊同左

＊同左

【パターン③】

都市機能誘導区域を定める範囲

居住誘導区域を定める範囲

４

３

２

１

▶ ＤＩＤ地区又は市街地開発
事業（新住宅市街地開発事
業，土地区画整理事業）に
より整備された区域で，近
隣商業の用途地域が指定さ
れている区域

▶ 「既存商店街等空き店舗活
用補助金交付要綱」に位置
づけされた商店街

▶ ①～④以外の住居系区域

【想定地区】

●竹園地区（三丁目）
●並木地区
●松代地区

（西郷地区を含む）
●春日地区
●二の宮地区

【想定の条件（定義）】

＊同左

＊同左

＊同左

＊同左

＊同左

＊同左

＊同左

●観音台・若葉地区
●高野台・牧園地区
●小田地区

6

●北条地区
●大曽根地区

（薬師地区を含む）
●吉沼地区
●上郷地区
●栄地区
●谷田部地区

（台町地区を含む）
●高見原地区

▶ ＤＩＤ地区又は市街地開発
事業（新住宅市街地開発事
業，土地区画整理事業）に
より整備された区域で，近
隣商業の用途地域が指定さ
れている区域

●竹園地区（三丁目）
●並木地区
●松代地区

（西郷地区を含む）
●春日地区
●二の宮地区

●春日地区
●二の宮地区

▶ ①～③以外のＤＩＤ地区や市
街地開発事業（新住宅市街地
開発事業，土地区画整理事
業）により整備された区域で，
住居系の用途地域のみ指定さ
れている区域

●花畑地区
●吾妻地区（四丁目）
●千現地区
●天久保地区
●筑穂地区
●梅園地区
●東地区
●稲荷前地区
●小野川地区
●テクノパーク桜地区
●花園地区
●東光台地区

＊同左
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（つくば市人口ビジョンに準拠）
【想定地区】

●大曽根地区（薬師地区を含む）
●東光台地区
●栄地区
●谷田部地区（台町地区含む）

●北条地区
●小田地区
●吉沼地区
●上郷地区
●高見原地区

●中心市街地
（吾妻,竹園,東新井地区）
●葛城地区
●島名･福田坪地区
●萱丸地区
●中根・金田台地区
●上河原崎・中西地区
●竹園地区（三丁目）
●並木地区
●松代地区（西郷地区を含む）
●春日地区
●天久保地区
●二の宮地区
●筑穂地区
●花畑地区
●吾妻地区（四丁目）
●千現地区
●東・梅園地区
●稲荷前地区
●小野川地区
●テクノパーク桜地区
●花園地区

●観音台・若葉地区
●高野台・牧園地区

地域生活
拠点

①広域中心拠点
区域

③地域生活拠点
区域

④地域居住促進
区域

ハブ

②都市生活拠点
区域

重点地域
生活拠点

その他

都市機能誘導区域を定め
る範囲

居住誘導区域を定め
る範囲

（参考）つくば市人口ビジョンに準拠した区域の設定

下記の地区を地域生活拠点として想定しています。具体的な箇
所は、平成28年度に策定を予定している「立地適正化計画」
において定めます。

※立地適正化計画とは、都市再生特別措置法により位置づけられており、
コンパクトなまちづくりを進める一つの誘導手法として平成26 年に創設された計画。

【地域生活拠点の候補地区】

地域生活拠点と重点地域生活拠点の候補地区

（第１回委員会資料を再掲）
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４．誘導施設の考え方

つくば市立地適正化計画における都市機能誘導施設は、都市機能誘導区域である広域中心拠点と都市中心拠点、地
域生活拠点に、それぞれ位置付けます。

次表の○印を付けた施設は、都市機能誘導施設として、それぞれの拠点に位置付けます。△印の施設については、
今後の各種施設の整備の実現性や、施設の立地状況に合わせて検討を要するものであることから、都市機能誘導施設
としての位置付けを検討していきます。

位置付けた都市機能誘導施設については、今後、都市機能誘導区域内に誘導・維持を図っていきます。

○印：都市機能誘導施設として位置付ける施設
△印：今後の各種施設の整備の実現性や、施設の立地状況に合わせて位置付けを検討する施設
－印：利用圏域を考慮し、都市機能誘導施設に位置付けない施設

分類 施設 広域中心
拠点区域

都市生活
拠点区域

地域生活
拠点区域

行政機能
市役所 〇 － －
窓口センター・出張所 〇 〇 〇

医療施設
病院 〇 △ －
診療所 〇 〇 〇

高齢者福祉機能 〇 △ △
子育て機能 〇 〇 〇

教育施設
大学 〇 △ －
小・中学校 〇 〇 〇

文化・交流機能
図書館・図書館分館・図書室 〇 △ △
博物館・美術館等 〇 △ △
地域交流センター 〇 〇 〇

商業機能
大規模商業施設 〇 〇 －
スーパー 〇 〇 〇
ドラッグストア 〇 〇 〇

金融機能
銀行・信用金庫 〇 〇 〇
郵便局 〇 〇 〇

健康機能
体育館（基幹的なもの） 〇 － －
体育館（地域） 〇 〇 〇

産業・業務機能 〇 〇 －
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（参考）都市計画運用指針における都市機能誘導施設の考え方

分類 中心拠点 地域／生活拠点

行政機能

●中枢的な行政機能 ●日常生活を営む上で必要となる行政窓
口機能等

例：本庁舎 例：支所、福祉事務所など各地域事務所

医療機能

●総合的な医療サービス(二次医療）を受ける
ことができる機能

●日常的な診療を受けることができる機
能

例：病院 例：診療所

介護福祉機能

●市町村全域の市民を対象とした高齢者福祉
の指導・相談の窓口や活動の拠点となる機能

●高齢者の自立した生活を支え、又は
日々の介護、見守り等のサービスを受け
ることができる機能

例：総合福祉センター 例：地域包括支援センター、在宅系介護
施設、コミュニティサロン 等

子育て機能

●市町村全域の市民を対象とした児童福祉に
関する指導･相談の窓口や活動の拠点となる機
能

●子どもを持つ世代が日々の子育てに必
要なサービスを受けることができる機能

例：子育て総合支援センター 例：保育所、こども園、児童ｸﾗﾌﾞ､子育て
支援ｾﾝﾀｰ､児童館 等

教育・文化機能

●市民全体を対象とした教育文化ｻｰﾋﾞｽの拠点
となる機能

●地域における教育文化活動を支える拠
点となる機能

例：文化ホール、中央図書館 例：図書館支所、社会教育センター

商業機能

●時間消費型のショッピングニーズなど、
様々なニーズに対応した買い物、食事を提供
する機能

●日々の生活に必要な生鮮品、日用品等
の買い回りができる機能

例：相当規模の商業集積 例：食品スーパー

金融機能

●決済や融資などの金融機能を提供する機能 ●日々の引き出し、預け入れなどができ
る機能

例：銀行、信用金庫 例：郵便局

（参考）立地適正化計画の手引きにおける都市機能誘導施設の考え方

分類 機能 施設

行政サービスの窓口機能を有
する施設 行政施設 市役所支所

高齢化の中で必要性の高まる
施設

医療施設

病院

診療所

社会福祉施設

老人デイサービスセンター

小規模多機能型居宅介護事業所

地域包括支援センター

子育て世代にとって居住場所
を決める際の重要な用途とな
る施設

子育て支援施設

幼稚園

保育所

教育施設 小学校

集客力がありまちの賑わいを
生み出す

文化施設

図書館

博物館

商業施設 スーパーマーケット



（参考）H27生活行動調査結果 徒歩圏に必要な施設

徒歩圏に必要な施設（市全体）

• 「食料品等を購入する店舗（スーパー）」が65.5 ％、「医療機関（病院、診療所等）」
が51.7％と比較的割合が高く、次いで、「生活用品を購入する店舗（コンビニ、ドラッ
グストア）」が26.7％、「鉄道駅やバス停などの公共交通施設」が26.1％となっている

（参考）地区別懇談会（平成29年７月開催）アンケート結果

利用しにくいまたは不十分と感じる生活機能に関する意見（回答数 582）

・「食料品の買い物」，「文化施設の利用」，「医療機関の受診」について，利用しに
くいまたは不十分と感じている人が多い傾向にある。

70

66

62

61

54

47

39

37

29

28

25

21

20

23

0 20 40 60 80

食料品の買い物

文化施設の理由

医療機関の受診

健康，スポーツ施設の利用

行政サービス

買回り品の買い物

交流施設の利用

飲食店舗の利用

金融機関の利用

娯楽施設の理由

生活用品の買い物

保育所，児童館，子供の遊び場の利用

福祉施設の理由

その他

問：お住いの地域において，利用しにくい，または不十分と感じる生活機能を以下の中か
ら該当するものを３つまで選んで，番号に○をつけてください。

65.5%

51.7%

26.7%

26.1%

22.9%

17.4%

15.8%

12.7%

11.9%

11.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

食料品等を購入する店舗

（スーパー）

医療機関（病院、診療所等）

生活用品を購入する店舗

（コンビニ、ドラッグストア）

鉄道駅やバス停などの公共交通施設

行政サービス（市役所、窓口センター）

金融機関（銀行、郵便局など）

小学校や中学校などの教育施設

子育支援施設（保育所、児童館）や子供の遊び場

健康、スポーツ施設（体育館・ジム、公園など）

福祉施設（デイサービス）

（件）


